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無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 （ 案 ） 

 

○ 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ）                        （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

目 次 目 次 

第 一 章 ～ 第 三 章 （ 略 ） 

第 四 章 業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設 備 の 条 件 

第 一 節 ～ 第 四 節 の 二 十 九 （ 略 ） 

第 四 節 の 三 十 二 三 ＧＨ
ｚ

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 局 の 無 線

設 備 （ 第 四 十 九 条 の 三 十 二 ） 

第 五 節 ～ 第 九 節 （ 略 ） 

第 五 章 （ 略 ） 

附 則 

    

 

第 四 章 業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設 備 の 条

件 

第 一 節 ～ 第 四 節 の 二 十 九 （ 略 ） 

第 四 節 の 三 十 二 三 ＧＨ
ｚ

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 局 の 無

線 設 備 

 

( 二 三 ＧＨ
ｚ

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備) 

第 四 十 九 条 の 三 十 二 二 三 ・ 二 ＧＨ
ｚ

を 超 え 二 三 ・ 六 ＧＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る も の で な け れ ば な

ら な い 。 

 一 通 信 方 式 は 、 単 向 通 信 方 式 、 複 信 方 式 又 は 同 報 通 信 方 式 で あ る こ と 。 

 二 変 調 方 式 は 、 振 幅 変 調 、 周 波 数 変 調 、 四 相 位 相 偏 移 変 調 、 一 六 値 直 交

振 幅 変 調 若 し く は 直 交 周 波 数 分 割 多 重 又 は 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 及 び こ

れ と 同 等 以 上 の 性 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。 

三 通 信 方 式 が 単 向 通 信 方 式 又 は 複 信 方 式 で あ る 場 合 の 送 信 空 中 線 は 、 直

径 一 〇 セ ン チ メ ー ト ル の パ ラ ボ ラ ア ン テ ナ と 同 等 以 上 の 利 得 又 は 指 向

第 一 章 ～ 第 三 章 （ 略 ） 

第 四 章 業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設 備 の 条 件 

第 一 節 ～ 第 四 節 の 二 十 九 （ 略 ） 

 

       

第 五 節 ～ 第 九 節 （ 略 ） 

 第 五 章 （ 略 ） 

 附 則 

 

 

第 四 章 業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設 備 の 条

件 

第 一 節 ～ 第 四 節 の 二 十 九 （ 略 ） 
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特 性 を 有 す る こ と 。 
四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適

合 す る こ と 。 

 
第 五 節 ～ 第 八 節 （ 略 ） 

第 九 節 五 四 MＨ
ｚ

以 上 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し て 通 信 系 を 構 成 す る

固 定 局 の 無 線 設 備 

第 五 十 八 条 の 二 の 三 ～ 第 五 十 八 条 の 二 の 十 （ 略 ） 

( 二 三 ＧＨ
ｚ

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し て 通 信 系 を 構 成 す る 固 定 局 の 無 線 設

備) 

第 五 十 八 条 の 二 の 十 一 二 三 ・ 二 ＧＨ
ｚ

を 超 え 二 三 ・ 六 ＧＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波

を 使 用 し て 通 信 系 を 構 成 す る 固 定 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る も

の で な け れ ば な ら な い 。 

     

 

 

 

第 五 節 ～ 第 八 節 （ 略 ） 

第 九 節 五 四 MＨ
ｚ

以 上 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し て 通 信 系 を 構 成 す る

固 定 局 の 無 線 設 備 

第 五 十 八 条 の 二 の 三 ～ 第 五 十 八 条 の 二 の 十 （ 略 ） 

( 二 三 ＧＨ
ｚ

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し て 通 信 系 を 構 成 す る 固 定 局 の 無 線 設

備) 

第 五 十 八 条 の 二 の 十 一 二 三 ・ 二 ＧＨ
ｚ

を 超 え 二 三 ・ 六 ＧＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波

を 使 用 し て 通 信 系 を 構 成 す る 固 定 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る

も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 通 信 方 式 は 、 単 向 通 信 方 式 、 複 信 方 式 又 は 同 報 通 信 方 式 で あ る こ と 。 

二 変 調 方 式 は 、 振 幅 変 調 、 周 波 数 変 調 、 四 相 位 相 偏 移 変 調 、 一 六 値 直 交

振 幅 変 調 若 し く は 直 交 周 波 数 分 割 多 重 又 は 六 四 値 直 交 振 幅 変 調 及 び こ

れ と 同 等 以 上 の 性 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。 

 

 

 

三 通 信 方 式 が 単 向 通 信 方 式 又 は 複 信 方 式 で あ る 場 合 の 送 信 空 中 線 は 、 

直 径 三 〇 セ ン チ メ ー ト ル の パ ラ ボ ラ ア ン テ ナ と 同 等 以 上 の 利 得 又 は 指

向 特 性 を 有 す る こ と 。 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適

合 す る こ と 。 

第 五 十 八 条 の 二 の 十 二 （ 略 ） 

 一 通 信 方 式 は 、 単 向 通 信 方 式 、 複 信 方 式 又 は 同 報 通 信 方 式 で あ る こ と 。 

二 変 調 方 式 は 、 振 幅 変 調 方 式 、 周 波 数 変 調 方 式 、 四 相 位 相 偏 移 変 調 方   

式 又 は 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 方 式 で あ る こ と 。 

 

三 変 調 方 式 が 四 相 位 相 偏 移 変 調 方 式 又 は 一 六 値 直 交 振 幅 変 調 方 式 で あ

る 場 合 の 変 調 信 号 は 、 パ ル ス に よ り 構 成 さ れ る も の で あ り 、 そ の 送 信

速 度 は 、 毎 秒 五 〇 メ ガ ビ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

四 通 信 方 式 が 単 向 通 信 方 式 又 は 複 信 方 式 で あ る 場 合 の 送 信 空 中 線 は 、

直 径 三 〇 セ ン チ メ ー ト ル の パ ラ ボ ラ ア ン テ ナ と 同 等 以 上 の 利 得 又 は 指

向 特 性 を 有 す る こ と 。 

 

 
第 五 十 八 条 の 二 の 十 二 （ 略 ） 

別表第二号（第 6条関係） 別表第二号（第 6条関係） 

 第１～第 62 （略）  第１～第 62 （略） 

第 63 23GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は

23GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備

の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかかわらず、
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総務大臣が別に告示で定める値とする。 

別表第三号（第 7条関係） 別表第三号（第 7条関係） 

1～53 （略） 1～53 （略） 

54 23GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は 23GHz帯

の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の不要発

射の強度の許容値は、２に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示

する値とする。 

 

55 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、１から54 までの規定に

かかわらず、その値を別に定めることができる。 

54 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、１から53 までの規定に

かかわらず、その値を別に定めることができる。 

別表第四号～別表第六号 （略） 別表第四号～別表第六号 （略） 

 

 


